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マスミューチュアル生命 みずほ銀行を通じ、 

業界初※新商品「一時払生前給付保険」を販売開始 
～満期の楽しみに、３大疾病や万一の場合の保障をプラス～  

 

 

 
 

 

マスミューチュアル生命保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：溝口 賢典、以下

マスミューチュアル生命）は、株式会社みずほ銀行（本店：東京都千代田区、取締役頭取：     

西堀 利）を通じ 2011 年 6 月 6 日より『ハッピーリターン』（正式名称：一時払生前給付保険（３大疾病

保障・低解約払戻金型））の販売を開始します。 

マスミューチュアル生命は、事業の柱の 1 つである金融機関での保険販売において、お客さまの

多様なニーズにお応えするため、生前給付保険の提供を開始いたします。当商品は満期の楽しみ

に３大疾病や万一の場合の保障をプラスした商品で、「満期金 105％タイプ」と「満期金 養老タイプ」

の 2 つのタイプからご選択いただけます。 

 

※保険期間中に 3 大疾病に対する生前給付を保障しながら、無事に保険期間満了（満期）を迎えられた場合には、

お支払いいただいた一時払保険料を上回る健康還付給付金（満期金）をお受取りいただける 3 大疾病保障保険

としては、業界初となります。 

※2011 年 5 月 13 日現在、マスミューチュアル生命調べ。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

『ハッピーリターン』の特徴 

お問合わせ：マスミューチュアル生命保険株式会社 広報室 

担当／雨宮・広瀬  TEL. 03-5530-4680   URL http://www.massmutual.co.jp 

本ニュースリリースは報道機関向けに作成した資料です。したがって、商品のご検

討に際しては、当該商品の「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報） 兼

商品パンフレット」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 

[イメージ図]満期金 105％タイプ（保険期間 20 年満了）の場合

1．満期金は、一時払保険料（お支払いいただいた保険料）を上回ります 

保険期間満了（満期）を迎えられた場合は、健康還付給付金（満期金）として、一時払保険料相当額以上を

お受取りいただけます（他の給付金のお支払対象とならなかった場合に限ります）。 

 

2．保険期間中は、3大疾病（がん（悪性新生物）・急性心筋梗塞・脳卒中）に対する保障があります 

保険期間中にがん（悪性新生物）と診断確定された場合や急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になっ

たと診断された場合、一時払保険料を上回る３大疾病給付金を一時金でお受取りいただけます。 

 

３．保険期間中は、死亡、高度障害に対する保障があります 

保険期間中に所定の高度障害状態になられた場合の高度障害給付金や亡くなられた場合の死亡給付金

も、3大疾病給付金と同額を一時金でお受取りいただけます。 



 
保障内容 

給付金の名称 お支払事由 受取人 

3大疾病給付金 

① 被保険者が責任開始の日（契約日）からその日を

含めて90日を経過した日の翌日（悪性新生物責任

開始日）以後の保険期間中に、悪性新生物責任開

始日前を含めて初めて悪性新生物＊に罹患したと

診断確定されたとき 

＊上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮

膚がんは対象になりません。 

② 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、

保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき

・急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医

師の診療を受けた日からその日を含めて60日以

上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の

軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の

活動では制限を必要とする状態）が継続したと医

師によって診断されたとき 

・脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診

療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語

障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後

遺症が継続したと医師によって診断されたとき 

被保険者 

 

死亡給付金 被保険者が保険期間中に亡くなられたとき 

死亡給付金受取人

（被保険者の3親等

以内の親族） 

高度障害給付金 

被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾

病によって、保険期間中に所定の高度障害状態となっ

たとき 

被保険者 

健康還付給付金 

（満期金） 

被保険者が他の給付金のお支払事由に該当せずに保

険期間満了時まで生存されたとき 
契約者 

主な取扱内容 

タイプ 満期金 105％タイプ 満期金 養老タイプ 

保険期間 20年満了 100歳満了 

契約年齢 
（被保険者の満年齢） 

20歳～70歳 50歳～80歳 

健康還付給付割合 
（一時払保険料相当額

に対する割合） 
105％ 3大疾病給付金と同額となる割合 

最低保険料 300万円 

給付金上限額 
5,000万円 
※当社所定の通算限度があります。また、契約年齢、性別などにより異なります。 

保険料払込方法 一時払のみ（指定金融機関口座への送金扱いのみ） 

選択方法 告知書扱のみ 

解約払戻金に 

ついて 

• この保険は、保険期間中の解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算し

ております。このため、ご契約を解約・減額された場合の解約払戻金や契約

者貸付をご利用になる場合に基準となる解約払戻金は、保険期間を通じて

健康還付給付金（満期金）に対応する解約払戻金を除き、解約払戻金を抑

制しない場合の解約払戻金額の80％となります。 

• 保険期間中に解約された場合の解約払戻金額は、一時払保険料を下回るこ

があります。 



保険財務力格付け 
スタンダード＆プアーズ社 

保険財務力格付け 
スタンダード＆プアーズ社 

マスミューチュアル生命について                           

MassMutual Life Insurance Company 
 
「マスミューチュアル生命」は、米国総合金融グループ「マスミューチュアル・フィナンシャル・グルー

プ」の一員です。 

 

格付けについて 

当社はスタンダード＆プアーズ社（S&P）より保険財務力格付けにおいて「AA-」の評価を受けて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の格付けは2011年5月30日現在の評価であり、将来的に変更される可能性があります。また、格付けは格付

会社の意見であり、保険金支払などについて格付会社が保証を行うものではありません。 

 

マスミューチュアル生命の URL：www.massmutual.co.jp 

 

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループについて 

 

マサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニー（米国マスミューチュアル）は、1851

年創業の大手生命保険相互会社であり、会員及び利益配当付保険契約者のために運営されています。当

社はその長い歴史にわたって健全な財務体質と好調な業績を維持しており、配当保証はしていませんが、

1860 年代以降、適格利益配当付保険契約者に対し毎年配当を実施してきました。米国マスミューチュアル

では、終身生命保険をベースとしつつ生命保険、障害者所得保険、長期介護保険、退職/401(k)プランニン

グサービス、年金保険などお客様の金融ニーズに合わせた商品を提供しています。さらに、拡大する当社の

強力な金融専門家のネットワークにより、お客様が財産を長期的に管理される上で的確な決断を下されるよ

う助力しています。 

 

「マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ」は、米国マスミューチュアルならびにその関係会社および販

売代理店を指すマーケティング・ネームです。米国マスミューチュアルはマサチューセッツ州スプリングフィ

ールドに本拠を有しており、主要関係会社には、バブソン・キャピタル・マネジメント・LLC、ベアリング・アセッ

ト・マネジメント・リミテッド、コーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・LLC、ザ・ファースト・マーカ

ンタイル・トラスト・カンパニー、マスミューチュアル・インターナショナル・LLC、MML・インベスターズ・サービ

ス・インク、メンバース FINRA & SIPC、オッペンハイマー・ファンド・インクが含まれます。 

 

 

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループの URL：www.massmutual.com 
 

 

マサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニーの格付け 
 

 

  

 

 

 

※上記の格付けは2011年5月30日現在の評価であり、将来的に変更される可能性があります。 
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